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厚 生 消 防 常 任 委 員 会 要 点 記 録 
 

 
日   時 

 
令和８年３月１２日（木） 

 

開 会    １０時００分 会議時間 

閉 会     １４時１３分  ３：０５ 

場  所 委員会室 
出 席 者 新岡委員長・吉永副委員長・長谷委員・前田委員・早坂委員・生本委員・太田委員 

傍聴議員：柏野議員、松島議員 
説 明 者 副市長、生活環境部長、保健福祉部長、子ども未来部長外３７名 傍聴者数   １人 
事 務 局 議会事務局長、議会事務局次長、議事担当主査 記 者   １人 

 
会 議 の 経 過 事 項 

 
 

 

 

 

狩野生活環境部次長 

 

横 道 副 市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木消防総務課長

秋 葉 警 防 課 長 

朝 倉 予 防 課 長 

大西消防救助２課長 

髙 野 救 急 課 長  

 

委員長が開会を告げ、傍聴の許可をし、議事日程について説明する。 

●日程１．所管事務調査について 

 １）報告事項 

 ・事故等発生（処理）報告について 

 資料説明 事故等発生（処理）報告について 

  

  Ｎｏ.２ 保健福祉部介護福祉課 令和７年１１月２０日 事務処理及び料金支

払遅延に関わる職員の処分についての報告について 

   

【質疑】 

なし 

 

 

日程１．所管事務調査について 終了 

 

 

●日程２．消防本部・署関連 

１）報告事項 

資料説明㉗第２期恵庭市消防基本計画（素案）について 

資料説明㉘救急支援システムの運用状況について 

資料説明㉙火災発生規模・概要について 

資料説明㉚消防・救急出動概要について（１．消防出動概要） 

資料説明㉚消防・救急出動概要について（２．救急出動概要） 

 



 ―２―

 

吉 永 委 員 
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【質疑】 

① 質疑をさせていただきます。資料㉘、救急支援システムが運用されて、業務

の迅速化とか、質の向上に寄与していると、非常にうれしいことだなと思って

います。効果のほうで、医療機関選定の円滑化、業務の効率化とありますが、

具体的に定量的なところが分かれば、効果について伺います。 

① 運用開始後の効果と業務の効率化について報告をさせていただきます。ま

ず、運用開始後の効果でありますが、実証実験時から、複数医療機関への一斉

要請機能により、電話連絡のみの場合と比較しまして、２件目以降の収容依頼

では、受入医療機関決定までにかかる時間が約６分間短縮されてございます。

運用開始後も同様の時間短縮効果を確認しています。 

  また、全出動における医療機関決定までの平均時間でも、約２分の短縮効果

が見られています。 

  連携医療機関拡大の効果になりますが、連携医療機関への収容依頼はデータ

での連携になりまして、傷病者の状態や現場画像の送信により、口頭では伝え

づらいような内容も容易に伝達できますし、確認していただけているような状

況になっています。また、口頭で伝えることによる誤伝達も未然に防げまし

て、医療機関からも好評を得ている状況でございます。 

  一方、未連携の医療機関への収容依頼は、従前の電話による連絡となります

ので、情報伝達に時間を要しているというふうになっています。 

  項番２に記載のとおり、市内外５５医療機関との連携によって、未連携の医

療機関への搬送は、全体の約５％程度となっています。これからも医療機関の

連携拡大で体制の強化が図られていくと思いますので、整えていきたいなと思

っています。 

  次に、業務効率化についてです。関係書類のペーパーレス化に伴って、傷病

者の引継書というものがありますが、それはデータでの管理となりました。デ

ータで管理することによって容易に保存ができている状況です。 

  また、傷病者の予後情報につきましては、今まで月２回程度、定期的に医療

機関に回収に伺っていましたが、今回のシステムに医療機関がそのデータを入

れることによって、その回収作業についてはしなくてもよくなっております。

業務が効率化されていると認識しています。 

  なお、令和６年度まで定期購入していました引継書の紙に係る購入費用です

が、それは一切かからなくなっておりまして、年間約５万円削減ができている

ような状況にございます。 

  次に、統計システムとの連携による効果でありますが、報告書作成業務につ

いては、以前まで１事案、大体２０分から３０分ぐらいかかっていましたが、

システムの連携によって、個人差はありますけれども、１０分以内で作成可能

となっています。夜間や重複した出動に対応したときなど、救急隊の事務負担

は大きく軽減できているのではないかなと考えてございます。 



 ―３―

吉 永 委 員 
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桑原生活環境課長 

 

 

大 林 市 民 課 長 

菊地戸籍担当主幹 

辰下脱炭素推進課長 

 

 

川副廃棄物管理課長 

 

 

 

  具体的にお答えいただいてありがとうございます。結構な効果があるという

ことが分かりました。 

② 最後に、システムを運用しますと、やっぱりバグがあったり、何だかんだ、

運用も試行過程も踏まれていますが、実際使ってみて、現場のほうから寄せら

れている課題とか、改善したほうがいいといったような意見がございましたら

伺います。 

② システム運用後の改善点でございますが、救急隊、医療機関へは定期的にヒ

アリングを行っています。実証実験から、システムの構成、運用時のルールな

どを改修、変更してきたことから、現段階では大きな改善点はないと認識をし

ています。 

  ただ、ＤＸにつきましては日進月歩で進化しておりますので、様々な情報を

収集いたしまして、ＡＩの搭載や他のシステムとの連携など、最大の効果を発

揮できるよう検証を継続していきたいと考えています。 

 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

なし 

 

日程２．消防本部・署関連終了 

 

●日程３．生活環境部関連 

１）報告事項 

資料説明①エコバスＣ・Ｄコースの本格運行について 

資料説明②第３次恵庭市駐車場・駐輪場基本計画の策定について 

資料説明③恵庭市安全で安心なまちづくり推進計画の策定について     

資料説明④休日交付業務の見直しについて 

資料説明⑤恵庭第４墓園整備方針の策定について 

資料説明⑥悪臭に関する苦情等の状況について 

資料説明⑦ゼロカーボン・ロードマップの改定について 

資料説明⑧エゾシカ目撃・被害状況アンケートの実施及び結果について 

資料説明⑨リサイクルセンター施設整備基本計画の策定について 

資料説明⑩次期最終処分場基本計画の策定について 

資料説明⑪収集日変更に伴う効果の検証について 
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【質疑】 

① 資料①のエコバスＣ・Ｄコースの本格運行について１点質問いたします。ア

ンケートの集計結果についてですが、今回のアンケート調査によって、新規路

線の経路については一定の満足感が得られ、二つ目の運賃についても適正と感

じている方が大半を占める結果で、好評であったということでありました。ア

ンケートに書かれてあった市民からの意見も、よいコースなので便数を増やし

てほしいという要望が多かったと認識いたしましたが、今回の報告では、試運

転からの路線ダイヤの変更はなしというご報告でした。Ｃ・Ｄコースの便数を

増やせない理由について伺います。 

  次に、資料②の駐車場の件です。第３次駐車場・駐輪場基本計画の策定につ

いてからは２点質問させていただきます。 

② １点目が、基本計画策定について、現行計画と第３次計画との変更点につい

て伺います。 

③ ２点目ですが、資料①の計画案の中から、１０ページになるんですけれど

も、こちらに駐車場の課題について７項目挙げられていました。その２番目

に、恵庭駅東口、西口駐車場の高い利用率への対応の中で、定期券購入の在り

方についての考え方が載っておりましたが、定期券購入の現状について伺いま

す。 

① エコバスのＣ・Ｄコースの便数が増やせない理由というところですけれど

も、Ｃ・Ｄコースにつきましては、各１台のバスを用意しまして運行しており

ます。今、全国的な運転手不足というものがございまして、札幌、石狩ですと

か、色々なところでも路線廃止というような問題も出てきておりまして、隣の

北広島市でも、既存の利用者が少ない路線につきましては、廃止の検討もされ

たということもお聞きしております。 

  エコバスに関しましては、その廃止や減便というものは考えないで、Ａ・Ｂ

コースの既存の路線は残しつつ、そこを通っていないところを補完するような

形でＣ・Ｄコースを設定いたしました。 

  運行会社とも密に意見交換をしながら、コースやダイヤの設定をしておりま

して、まず１台ずつのところで、運転手も何とか確保できるというところもお

聞きしていますので、持続可能性ですとか、あとは利用者数が少ないとどうし

ても市の負担が大きくなってしまいますので、その辺の収支のバランス、そう

いったことを考慮しながら、今、現状何とかＣ・Ｄコースを維持できるかなと

いうところですので、また４年後には、新たな、今のＡ・Ｂコースですとか、

Ｃ・Ｄコースの検証ですとか、地域公共交通計画の策定も入ってきますので、

そこで、そのときの現状を分析しながら、便数を増やしたり、もしくは減らす

のか、もしくはコースを変えるのか、そういったところを総合的に検討してい

きたいと考えております。 

② 続きまして、駐車場の関係なんですけれども、基本計画の変更点といたしま
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しては、第２次計画につきましては、量から質へというところが大きなところ

でありました。第３次計画につきましても、質の部分は維持しつつ、やはり駐

車場の状況が変わってきておりますので、質も維持しながら、需要をそれぞれ

の駐車場で把握しまして、その対応ということで、例えば昨年、恵庭駅の周辺

では高架下に駐車場を設置したりということで、そういった量的な面も需要に

応じて検討しているというところが大きな変更点かなと考えております。 

③ 定期券の現状につきましては、恵庭駅の駐車場というのが定期を希望する

方、また一時利用につきましても、一番多い需要があります。定期券に関しま

しては、令和６年に指定管理者の管理に移行してから、券売機での定期券の販

売を、利用の前の月２５日に販売をしているところで、恵庭駅につきましては

大変利用希望者が多いことから、販売のときには並んで買ってくださっている

という状況があります。ここを何とか緩和したいということで、先ほども申し

上げました高架下の駐車場２４台分を確保しまして、そこは月極ということ

で、定期の利用者の方がそちらに流れている部分もあると思います。 

  大分並んでいる方が減っているということで確認はしているので、今後も需

要のほうを把握しながら、なかなか駅の周りには利用できる土地というものも

少ないもので、すぐ増やせるかというとなかなか難しいところもあるのですけ

れども、指定管理者と今も意見交換や協議をしながら、何とか可能性がないか

というところで調べているところです。 

  恵み野駅につきましては、若干定期券の余裕がありますので、島松駅のほう

が今、複合施設の工事に伴いまして台数が減っているので、定期券のほう、工

事完了までは止めているのですけれども、島松駅の定期を利用していた方に関

しましては、恵み野駅の駐車場を御案内しているというところと、島松駅の近

隣にも、１９台分の月極駐車場を指定管理者の事業として増やしていただいた

ので、そういったところもまた需要を見ながら、手当していきたいなと考えて

おります。 

④ エコバスＣ・Ｄコースの関係ですが、様々な社会状況の変化といいますか、

経済状況の部分と費用面と、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄともにコースを動かすための状況

だということは理解しましたが、今回アンケート調査で得た市民からの様々な

意見というのは、今後どのように生かされていくのか伺います。次回のダイヤ

改正のときといいますか、先ほどおっしゃっていました、５年後または４年後

になるのかな。見直し時期までは、ここに出ている意見には対応できないとい

うふうなことでしょうか、伺います。 

  次に、駐車場に関してなんですが、御答弁の状況、分かりました。定期券の

購入で列が並ぶというこの状況については、令和４年の第４定の中で、一般質

問で私ども会派の同僚議員からの質問で状況を知った部分ではあるんですが、

そこから１年以上経過して、今どういった状況になったのかなというのを確認

する意味での質問でしたので、分かりました。計画の中にのせているぐらいだ
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辰下脱炭素推進課長 

 

 

 

から、まだきっと問題というか、あってのことなんだなと思うんですが、恵み

野駅や島松駅ではなく、恵庭駅のことを取り上げさせていただいたのは、やは

り今後、もっともっとここの駐車場に関してはすごく需要がある場所だと思い

ます。快速が停まるというのもありますし、ただ土地の問題という部分でちょ

っと大きな課題があるので、今後も指定管理者と協議しながら、この駐車場に

関しては対応していただきたいなと思います。答弁は要らないですが、バスに

関してのことだけお願いします。 

④ アンケートの御意見につきましては、満足されている部分と不満足な部分、

両方の意見をいただいております。この意見につきましては、今回の本格運行

では、不満足の意見、バス停を増やしてほしいとかというところには対応はし

ないのですけれども、地域の御意見が多くなったり、また、まちの開発状況で

すとか、店ができたとか、そういったことがありましたら、御意見を多くいた

だきましたら、対応するかどうかということを、地域公共交通活性化協議会の

ほうで協議してまいりたいと考えております。 

 

① 私からは資料⑥、悪臭に関する苦情の件ですが、苦情が大変減ってこれは大

変良好なことだと思います。現在、令和７年度で５件という苦情なんですが、

これはどんな臭いの苦情なのか伺います。 

① 悪臭ですが、いろんな悪臭については臭いがございますが、今回報告してい

る主たる臭いにつきましては、基本的には生ごみ臭のようなものを指してござ

います。ただ、この５件の中には、生ごみ臭もあるのですけれども、実は火事

があった日などに焦げ臭いといったような苦情といいますか、電話もございま

すので、この５件のうち、たしか３件ほどが生ごみ臭、いわゆる春先に出てい

る３件がたしか生ごみ臭に近いものであったかと記憶してございます。７月と

２月にあったものについては、たしか焦げ臭いというような電話をいただいた

と記憶してございます。 

② 畑にまく肥料の臭いとか、そういうのは苦情としては最近は上がってこない

のか伺います。 

② 令和７年度につきましては、今申し上げたとおり、生ごみ臭と、恐らく火事

による焦げの臭いということで、肥料に対する臭いについては、電話連絡等を

受けていない状況でございます。 

③ 今後の方針ということで、引き続き事業者と協議するということであります

が、その生ごみの件に関しても、事業者と協議をして、改善になると予想され

るのか伺います。 

③ こちらの事業者につきましては、令和２年度の発端となったと思われる事業

者でございまして、実は令和６年度まで、令和５年度と６年度の結果も載せて

いるんですけれども、きちんと全てクリアしたということがありませんでし

た。今年度初めてクリアしたということですけれども、例えば、ストックヤー
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ドにビニールカーテンを付けたりですとか、事業者のほうで、計画に基づいて

様々な臭気対策をしているところでございますが、まだ途中ということもござ

いますので、その計画がきちんと完遂されるまでは、市のほうで立入り等をし

ていきたいと考えてございます。 

 

① まず資料⑦、確認から行きます。温室効果ガスの削減とありますが、温室効

果ガス、二酸化炭素、窒素ガス、メタンガス、フロン等ありますが、これ全体

なのか、それとも特定でするのかということと、２０１３年度基準で、２０３

０年度に４６％削減ということですが、今回のロードマップの改定、前からや

っていらっしゃるんですが、市の取組、事業者の取組、家庭の取組とあります

が、この２０３０年の削減は、これ全部含まれるのか、どうなのかというとこ

ろを伺います。 

② 資料⑧についてです。アンケートをやっていただいて、結果が出たというこ

とで、非常にありがたいことだと思います。この生活被害の実態、アンケート

はされましたが、実態を確認されたのか、御覧になったとすると、実態と差異

がなかったのかどうか伺います。 

③ それから資料⑪、リサイクルセンターへの週を変えたことによって平準化が

図られたということなんですが、資料を見ますと、週内５日のうち、水曜日に

ピークがありまして、平準化されていないんですが、これの対策について伺い

ます。 

① 私からは、資料⑦の御質問についてお答えいたします。まず、温室効果ガス

と記載してございますが、こちらの種類についてですが、二酸化炭素を含めま

して、いわゆるメタンガスですとか、ＳＯｘ、ＮＯｘといったような様々な温

室効果ガスと言われているものを換算して、二酸化炭素排出量等として数値を

上げてございますので、国で指定しているいわゆる温室効果ガス全てを算出し

て載せているところでございます。 

  あともう１点、目標値、２０３０年度達成のための施策ということで、産学

金官作業部会のほうでも御意見をいただいたんですけれども、今回、まず見え

る化の効果がすごく大きかったということがありますので、産業部門だけでは

なく、その他の部門、家庭部門についても、きちんと見える化をして、ある程

度実態に即したデータを基に検証して、施策を進めていくことが望ましいとい

う御意見をいただいたことから、見える化をさらに進めていくという施策を展

開する予定でございます。 

③ 私からは、資料⑪に関する御質問についてお答えいたします。収集日変更に

よる効果というところで、曜日別の搬入量、資料で行きますと２ページの真ん

中のグラフのことだと思うのですが、ピークは２万４,６３０キログラム、これ

が１万８,０１０キログラムとなって、効果がある、平準化が図られたとお話を

させていただいたところですけれども、必ずしもピークが減り切っていないと
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いうような御意見だったかと思います。これに対する対応策というところです

けれども、一つは、収集日変更前もそうなんですけれども、運営管理の事業者

が、何とか人員をやりくりして、ピークというものに対応してやっていただい

たというような現状でした。それで、今回そのピーク、ちょっと平準化された

というところで、事業者のほうからは、かなり今、ストックヤード等あるので

すけれども、そちらに入れている量が満杯になったりということが、以前はか

なり頻発していたのですけれども、それが少なくなってきたというような話も

いただいていることから、そういったストックヤード等の確保といったところ

を、新たなリサイクルセンターということも今考えているので、そういうとこ

ろには取り入れていきたい。そして余裕のある運営をしていきたいと考えてお

ります。 

② 資料⑧のエゾシカの関係についてだったかと思いますが、こちらにつきまし

ては、春に事業者によるエゾシカの頭数調査を行って、アンケート調査も実施

しているところでございますが、市としましても、現地の方ですとか、施設な

どを訪問させていただいて、直接のヒアリングも併せて実施しているところで

ございます。 

④ 資料⑦から行きます。温室効果ガスと削減目標について分かりました。 

 次に、中小企業の見える化をやるということですが、大きな組織だとやりやす

いんですが、ＣＳＲ活動ってなかなかコストがかかるんですが、この辺のやり

方が分かれば伺います。 

⑤ 資料⑧、実態を、現地を確認したということですが、３００頭ぐらいと推定

される個体数とアンケート結果を、市としてどのように評価しているかについ

て伺います。 

⑥ 資料⑪、ストックヤードで保管するとおっしゃいましたけれども、どれぐら

いの量がストックヤードでバッファとして機能があるのか伺います。 

④ それでは、資料⑦のゼロカーボンロードマップのほうからお答えさせていた

だきます。こちらの中小企業に対する支援、サポート等についてだったかと思

いますが、今現在、大きな企業につきましてはゼロボードというシステムを使

って、いわゆる有償で行っているところでございます。 

  今回、中小企業向けといたしまして、今、金融機関のほうから無償のアプリ

のようなものの提案を受けておりますので、まずはそういう無償のものから、

二酸化炭素の排出量がどの程度のものかというものが認識できるような形で支

援をしていきたいと考えてございます。 

⑤ 資料⑧のエゾシカのほうについてでございますが、今、単純集計を行ったと

いうことで、これから地区別の被害数ですとか、様々検証を考えているところ

ですので、現在、詳細を申し上げることは難しいんですけれども、この辺りの

全ての結果を持って、学術機関、いわゆる専門家と相談をさせていただきなが

ら、今後の方針を決めていきたいと考えてございます。 
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  申し訳ないんですが、本日につきましては、単純集計をお示しするという形

で御了承いただけたらと思います。 

⑥ 私からは、リサイクルセンターのストックヤードの容量というところについ

てお答えいたします。新たなリサイクルセンターの施設整備基本計画の中で

は、貯留日数について、施設規模に対し、少なくとも３日分の貯留量を確保す

るということをお示ししております。 

  施設規模なので、当然のことながら処理量に比べて安全率を掛けております

ので、施設規模に対する３日分、処理量に対しては、はっきりしたことは申し

上げられないのですが、１週間程度の確保はできるのではないかと考えており

ます。 

  それと、参考までに、現在のリサイクルセンターでは、ストックヤードとし

て約５７０平米程度の面積を確保しております。 

  資料⑧については分かりました。この後に短期的な対応と中期的な方針は聞

こうと思ったんですが、今後考えるということですね。 

⑦ 資料⑪に関しても分かりました。現在のやつは５７０平米ですかね。これで

バッファとして使ってると、基本的には少ないから、ため込めないということ

だと思うんですが、今後建設されるリサイクルセンター、この辺はどう考えて

いるかを伺います。 

  資料⑦のほうは、中小企業のほうもしっかり考えていただいて、バックアッ

プしていただけるということが分かりました。 

⑧ 最後に、今回取り組まれる家庭のほうなんですが、えにわゼロちゃれ！なん

ですが、これはどのような仕組みで、例えば何件ぐらいモニターをされるの

か。データを集めるためですね。もしこれに加入される御家庭とすれば、意識

が高い方なんですが、その他の家庭にはどうするのか伺います。 

⑧ えにわゼロちゃれ！についての御質問だったかと思います。まず、えにわゼ

ロちゃれ！につきましては、家庭のエネルギー量、いわゆる二酸化炭素排出量

をデータ化するために始めた事業でございます。こちらにつきましては、アプ

リをダウンロードしていただきまして、各御家庭の灯油、電気、ガソリンな

ど、様々なエネルギーを入力することによって、二酸化炭素排出量が目視でき

るような形となってございます。 

  こちらにつきましては、３００世帯を上限といたしまして、アプリをダウン

ロードして、きちんと入力していただいた御家庭に、最大３,０００ポイントの

ポイントを差し上げて、それが３,０００円分の商品券に代わるというような形

で事業を展開してございます。 

  こちらの事業につきましては、各家庭の二酸化炭素排出の減量の促進となる

とともに、意識の高い方のみならず、少し気になっているがちょっと敷居が高

いなと思ってる方に関しましても、商品券というようなインセンティブを示し

て、より入ってきやすいような手法を持って進めているところでございます。 
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  現在、年度末におきまして、集計をしてこれから商品券を対象世帯に発送準

備をしているところでございます。 

⑦ 私のほうからは、新たなリサイクルセンターのストックヤードの規模という

ところについてお答えいたします。新たなリサイクルセンターのストックヤー

ドの規模でございますが、今、貯留日数について、それを施設規模の３日分と

いうことで、具体的な数値というのはまだお出ししていないというような状況

でございます。 

  現在のリサイクルセンターというのが、搬出の頻度というのが、大体１週間

に１回程度になりますので、それを確保できるというところは、施設規模ほぼ

同様と考えておりますので、同じような規模のものは必要だと想定しておりま

す。 

  なので、今、５７０平米ぐらいのストックヤードがあるというところになり

ますと、具体的に面積で申し上げますと、６００平米ぐらいの確保は必要なの

ではないかと市としては考えているところでございます。 

 

① エコバスのＣ・Ｄコースの本格運行についてと、資料①の１の資料、エコバ

ス利用者アンケートについてなんですけれども、Ｃ・Ｄコース、おかげさまで

私の住んでいるところも非常に便利になったかなというふうに、まず冒頭感謝

申し上げます。これにつきましては、アンケートでおおむね満足、２６.８％、

４分の１の方たちが、分からないとか、利用したことがないという回答でござ

いました。この対応として市としては、周知をしていくのだということを上げ

ておりましたけれども、この対応策として、課題解決のためには、老人クラブ

ですとか、そういうところに出前講座をやっていくというようなことは御説明

の中にあったかと思います。このことにつきまして、そのほかに様々な機会を

捉えて周知をしていただきたいなという考えでいるんですが、そのほかに何か

今お考えのことがありましたら、具体的なことを伺います。 

② 質問の２点目なんですけれども、エコバスの中、以前、同僚議員の中から、

エコバスに外国の方が乗るということで、日本語、漢字で書かれたら分からな

い、やさしい平仮名の日本語で表記してほしいということを訴えたかと思いま

すけれども、その件について、現在どうなっているか伺います。 

③ ３点目なんですけれども、これはアンケートの中のことなので、先ほどの課

長の言い分で、アンケートのことは行政考えてないということを返事もらっち

ゃうのかなと、ちょっと先に言っちゃったんですが、例えば、栄恵町に行くの

に非常に不便だというアンケートの結果がありましたよね。それについて、行

政としてこれからそういうことの庁内での協議はどうなってるかということ

を、もしお返事できれば伺います。 

④ ４点目なんですけれども、同じくアンケートの中で、エコバス運賃のキャッ

シュレス化を望む声もあったかと思います。この件について、今後、どういう
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ふうに取り組んでいく方向性でいるのかということを伺います。 

⑤ ５点目の墓園なんですけれども、今はちょっと悲しいことに、一家に一つお

墓がある時代ではなくなって、家族がいても合同納骨塚に入れる方が多くて、

合同納骨塚が満杯になる日が近いということでの報告があったかと思います。

その合同納骨塚なんですけれども、この合同納骨塚、市民の方から聞いたこと

を、所管部に行かないでこの場で聞きますけれども、合同納骨塚というのは、

１日に何体分いれることになっているのか。それとも無制限に入れることがで

きるのか、それ１点だけ伺います。 

① 私からは、エコバスに関係する御質問についてお答えいたします。 

 Ｃ・Ｄコースが分からないということが多いということで、その周知の方法

についてなんですけれども、今年度から出前講座を実施しておりまして、先ほ

ど申し上げました老人クラブでは１３回実施しておりまして、非常に多くの申

込みをいただいております。そういった出前講座を、老人クラブに限らず、町

内会ですとか、企業ですとか、あと外国人を雇用しているようなところ、また

学校、そういったところにも御案内をしているので、そちらも増やせていけれ

ばなと考えております。 

  また、環境エネルギー展でバスを展示しまして、新コースの周知や相談窓口

というのを設けたりしておりますので、そういったイベントですとか、掲示を

することによって、多くの人に知っていただきたいと考えているところです。 

② エコバスの外国の方へ向けたやさしい平仮名の表記ということですけれど

も、バスの車内に次の停留所のアナウンス、そちらにつきましては、全ての停

留所で、９月から、英語での表記と音声アナウンスを行うようにしておりま

す。 

  先ほど申し上げました出前講座でも、一度、やさしい日本語講座の中で、エ

コバスの乗り方教室ということもやっておりまして、そういったところで外国

の方にも乗りやすいような御案内をしているところです。 

③ アンケートの中で栄恵町に行きづらいというところなんですけれども、現

状、エコバスは午後９時台までの運行となっております。栄恵町に行く分には

バスの時間はあると思うんですけれども、帰りになかなか合わないというとこ

ろかなと思うんですけれども、先ほど別の御質問の中でありましたように、な

かなか運転手不足というのがありまして、特に朝と夜の運行に関して運転手が

集まらない状況だと運行会社からお聞きしているところです。 

  そういったこともありまして、なかなか夜の９時台以降の便については、増

やすのが難しいような状況となっているところです。 

④ キャッシュレス化につきましては、そういった声もありましたので、キャッ

シュレスに関する機器の会社に意見を聞いたり、あと金額のほう見積りを取っ

たりしたんですが、機器の導入費用だけで３,０００万円以上の費用がかかると

いうことと、それにプラスして、毎年ランニングコストも数百万円とかかって
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くるということもありましたので、現状すぐに導入するのは難しいかなと考え

ているところです。 

⑤ 墓園の関係で、合同納骨塚のほうに１日に納骨できるお骨の数に上限数はあ

りますかという御質問だったかと思うのですけれども、特に上限数を設けてい

るということはございません。 

  まず合同納骨塚なんですが、一部市民の方から、今日は３体入れたからもう

できないというようなことを言われたと言うんですよ。ですから、所管の窓口

行けばよかったんですけれども、たまたま墓園の資料があったので、この場で

お聞きした次第なんですが、上限はなく入れられるということなんですね。分

かりました。 

⑥ 続きまして、エコバスについてなんですけれども、キャッシュレス化の初期

投資とランニングコストというのは、全バス対象なんですか、３,０００万円と

いうのは。それを伺います。 

  それと、周知に対して、ほかの全市レベルで、エコバスを利用するといった

ら、運転免許を返上した方ですとか、割と高齢者、あと、体の弱い方などが多

いかと思うんですけれども、高齢者に関しては、老人クラブでの御説明、いい

と思います。あと、結構サロンってあちこちでやってるんですよね。近隣の住

民が集まっているところなので、仲よしグループみたいなのが集まっているの

で、そういうところにもちょっと周知していただいて説明に行かれるといいと

思いますし、あと、御説明されるときに一つ提案なんですけれども、私も老人

クラブの出前講座というものに参加させていただいたときに、高齢者というの

は、私の私見かもしれないですが、黙って聞いてて、分かったような顔をして

聞いているんですよ。だけど実際は、後から私に聞かれるんです。多いんで

す。何でそのとき聞かないのということが結構多々ありましたので、例えば、

出前講座に行ったときに、前に座ってる方にあなたはどの辺に住んでますかと

いうことで聞いて、じゃあこの停留所から乗ると市役所までは何分ぐらいかか

りますという、そういう丁寧な具体例を示してやってあげると、じゃあ僕のと

ころどうなっているの、私のとこどうなっているんだっていって、もうちょっ

と深みにはまった実のある出前講座になるのかなと個人的に思うので、そうい

うのもお試しいただければより利用者が増えるのかなと思いますので、答弁は

ないと思いますけれどもよろしくお願いいたします。もし何かあれば伺いま

す。 

⑥ いろいろな御意見どうもありがとうございます。キャッシュレスのほう、こ

の三千数百万円という見積りを取ったときが、今、Ａ・Ｂコースの６台分のと

きの金額となっておりまして、Ｃ・Ｄコースまで入れますともう少し上がって

くるかなと思います。 

 

① ３点伺います。資料①です。エコバスのところなんですけれども、４月から
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ノンステップバスが運行されるということだったんですけれども、ほかコース

の小型のノンステップバスを利用してると思うんですが、アンケートのほうで

は特に出てはいなかったと思うんですが、新しいＣ・Ｄコースに関して、バス

停周辺のバリアフリーの確認等をどのようにされたのか伺います。 

② エコバスの件に関してもう１点です。ベビーカーで利用するときに畳まない

で乗れるような状況になっているのか伺います。 

③ 資料②のところで、駐車場・駐輪場の基本計画です。有料駐輪場のところで

サービスの拡充を考えているということであったんですけれども、具体的に考

えていることがあれば伺います。 

④ 資料④です。休日交付業務の見直しについてです。コンビニ利用の交付が増

えたということで、周知が大分されてきたんだなと思うんですけれども、これ

まで予約不要だったということで、今回から予約が必要になるということに当

たって、急に必要になって、予約していないという方への対応はどういう対応

になるのか、柔軟に対応していただけるのかどうか伺います。 

  私からは、エコバスと駐輪場のことにつきまして答弁いたします。 

① ノンステップバスにつきましては、４月から導入されるのですが、バス停に

つきましては、設置に関しまして、道路の状況ですとか、全ての停留所で確認

をして設置をしているところで、特にバリアフリーの確認というところなんで

すけれども、危険のないような形で乗り降りできるようなところに設置してい

るということで確認をしているところです。 

② ベビーカーは、ノンステップバスになりますと、出入口も広くなっておりま

すのでそのまま乗ることができる状況です。 

③ 駐輪場のサービスの拡充ということで、現状ですね、シーズン券ですとか、

冬期保管券につきまして、市民活動センターのほうで販売を行っておりまし

て、それに加えまして、高校ですとか、いざりえでも販売をしているんですけ

れども、そういった販売の仕方について、指定管理者と検討をしていくという

ところがございますので、その辺り書かせていただいているところです。 

④ 休日交付の見直しに際して、これまで予約がなかったものについて、予約あ

りとしたことに対して柔軟に対応できるかという御質問であったかと思いま

す。まず、休日交付を要予約にした背景について御説明させていただきます

と、近隣市でどのような状況かということで確認したところ、休日・夜間対応

しているところ、千歳市ではしておりませんでして、江別、北広島、石狩、苫

小牧で、休日あるいは夜間で対応しているということが分かりました。４市全

て要予約制としていたことから、これからマイナンバーの夜間・休日交付の担

当者の業務過多を避ける意味でも、事前にある程度準備ができるよう、要予約

制度といたしました。 

  そういったことでもあるのですけれども、担当の中では、とは言っても、飛

び込みで入ってくる可能性があるだろうと想定しておりまして、対応できる体



 ―１４― 

 

 

太 田 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 林 市 民 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制ではございます。ただ、今後それに対してどの程度まで柔軟に対応するのか

ということは、まだ担当の中で検討段階であります。 

  エコバスの件なんですけれども、周辺の道路の状況等を確認しているのは分

かりました。ベビーカーのほうも、ノンステップバスのほうは畳まないで乗れ

るということで安心しました。ただやっぱり、どうしてもまだまだベビーカー

は畳まなくちゃいけないんじゃないかという意識が抜けないこともありますの

で、ベビーカーを畳まないで乗れるよということとか、ちょっとお忙しいとは

思うのですが、乗務員の方が気がついたらお手伝いしていただけるとか、そう

いうお声掛けのほうをしていただけたらなと思います。回答は要りません。 

 駐輪場のサービスの拡充の件についても分かりました。学生はこれまでも一

般よりもお得な料金で利用されていると思うんですけれども、恵庭駅までで自

転車に乗る人、恵庭駅に自転車を置いておいてそこから乗る人、どうしても学

生の利用が多いと思いますので、今までもいろいろ販売所とか検討はされてる

と思うんですが、もっと学生が使いやすいのはどういうのかなというのを、指

定管理の方と今後も考えていただけたらなと思います。 

⑤ 休日交付状況の見直しについても理解いたしました。どれだけ周知していて

も来てしまう方はいるからどうなるのかなと思っていたんですけれども、ひと

まずは対応していただけそうな感じということで、ちょっと安心しました。 

  ただ、新しい体制になって、これまでの日曜日・祝日を廃止にするっていう

ことで４月から始まるということだったんですけれども、この体制をどれぐら

い続けてまた検証するのかとか、４月から第１、第３木曜日、第２土曜日とい

うことにしたけれども、その後、利用者数に応じて、この体制を変えて、どう

いうスパンで見直しをしていこうと考えているのかを最後に伺います。 

⑤ 今後の休日交付業務の見直しについて、検討をどのようにするのかというこ

とですが、現時点でどの程度の基準になれば、次どのように見直すというもの

は、現時点では決めておりませんが、ただ一方で、コンビニ交付の普及も大分

広がっていることですし、休日交付をやめる自治体も、近隣市を見ているとこ

ろ、増えてきているということを鑑みまして、近隣市の状況であったり、利用

状況を見ながら検討してまいりたいと思っております。 

 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

 なし 
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日程３．生活環境部関連終了 

 

  １１時４１分 休憩 

  １１時４８分 再開 

 

●日程４．保健福祉部関連 

１）報告事項 

資料説明⑫第５期 恵庭市地域福祉計画（案）について 

資料説明⑬恵庭市重層的支援体制整備事業実施計画（案）について  
資料説明⑭小・中学生民生委員体験事業の実施について 

資料説明⑮令和８年度の国保税について 

資料説明⑯国民健康保険税滞納者に対する資格確認書（特別療養）の交付

実施について 

資料説明⑰令和８年度の後期高齢者医療制度の保険料について 

資料説明⑱障がい者相談支援事業に係る令和８年度以降の運営体制につい

て 

資料説明⑲恵庭市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）について 

資料説明⑳恵庭市産科婦人科医院開設支援助成制度（案）について 

資料説明㉑第２期恵庭市運動・スポーツ推進計画の策定について 

資料説明㉒屋内・屋外スポーツ施設現況調査結果について 

 

 

  １２時１１分 休憩 

  １３時１２分 再開 

 

 

 

【質疑】 

  資料㉒、屋内・屋外スポーツ施設現況調査結果についてお伺いします。ま

ず、一昨年１２月２０日に恵庭市スポーツを語る会というのを１５名で編成し

ました。そして８回の会議の末、提言書をまとめて、昨年７月３０日に原田市

長に提言書を渡したんですが、その内容の大部分をこの運動・スポーツ推進計

画に反映いただいたということに本当に心から感謝したいと思います。それで

は、質問に入ります。 

① スポーツ施設の現況調査、この事業については、プロの業者に半年かけて調

査をして、その結果、本市のスポーツ振興の現状を非常に的確に捉えていると

いう私は認識でおります。別添資料の中に、今後のスポーツ施設の在り方

（案）というのがありますけれども、基本方針案の中で中長期的な視点では、
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スポーツ施設の包括的な集約化を進めておりますと、またその集約化を図る候

補地として、恵庭公園を中心とし、隣接する市民スケート場や桜町多目的広場

を含めたエリアとしておりますが、このエリアを集約化するというのはどんな

イメージなのか、その考え方をまず伺います。 

① 今回の現況調査を実施して、民間に委託して事業者のほうから、調査結果の

報告を受けたところでございますけれども、内容については、御質問のお話あ

りましたスポーツ施設の集約化、これも含めて、全体を民間事業者のほうで、

客観的な視点を持って調査した結果というようなことであったと、我々として

はまずは受け止めているというところでございます。 

② 分かりました。どうしても集約化という言葉の意味、ばらばらになっている

施設だとか、そういう機能を１か所にまとめるという意味合いがあるんですよ

ね。だから、今の恵庭地区のエリアはそういうことが非常に難しいんではない

かと私は認識しているんです。スポーツを語る会の提言書でもお出ししたよう

に、要望したように、このエリアをしっかりと利活用する、活性化する、そう

いうことが、恵庭のスポーツ振興には重要だなと思っているんですが、今後や

っぱり検討していただきたい。引き続き検討していただきたいなと思うんです

が、それに関して御所見があれば伺います。 

② 冒頭での御報告の説明の重複といいますか、繰り返しにもなるかもしれませ

んけれども、今回の調査結果というのは、御答弁申し上げたとおり、客観的な

視点で調査をしてもらった結果を、我々としても参考にしたかったというよう

なところでございますので、この調査結果に基づいて提案をしてもらいました

けれども、これを参考にしながら、お話の中に出てきた恵庭公園のエリア、こ

ういったところも、拠点集約型の候補の一つなのかなというふうな受け止め

は、一応、今回の結果の中では思っているところでございますので、本市のス

ポーツ施設の在り方、これから老朽化する施設をどうしていくのかといったと

ころ、いよいよ本格的に検討していかなければなりませんので、今後さらに、

この調査結果も参考に活用させてもらいながら、検討を深めてまいりたいと考

えているところでございます。 

③ 分かりました。この恵庭公園陸上グラウンド、これ全天候型整備ということ

で、ずっとこの要望をしてきましたけれども、やっと令和８年度の予算でしっ

かり計上になっていて、全天候整備がされるということで、これが実現します

と、やはり小・中学生の部活動だったり、陸上少年団だったり、やっぱりすご

く使うと思うんですよ、この恵庭公園の陸上グラウンドを。並びに、やはり大

学、高校もそうですが、実業団等の夏の合宿、こういうことも視野に入れて、

今後ニーズが高まるんじゃないかなと思っております。そういうことを含め

て、我々の会派なり、スポーツを語る会では、恵庭公園スポーツパーク、仮称

ですけれども、恵庭公園スポーツパーク、今、スポーツ施設の拠点がないとい

う課題があります。恵庭市として目玉となる、そういう拠点、それが私は恵庭
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佐藤障がい福祉課長 

公園だと思います。マスタープランの中にも東西軸をしっかり整備していこう

と、進展していこうという考えもありますから、それには、マッチングしてい

ると思うんです。ということで、この恵庭公園スポーツパーク、仮称ですが、

今後やはり引き続き検討していただきたいなと。その中には、今、陸上グラウ

ンドの北側に球技場がありますよね。これは１００メートルぐらいの結構大き

な地域なんですが、そこをサッカー場として今使っているんですが、ルルマッ

プ、サッカー練習場がしっかり整備される方向にありますので、ここにやはり

合宿所を含めた複合施設を、今ここの提案書にもありますように、民設民営

で、なかなか市の財源では難しいと思いますので、その辺の民設民営でしっか

り進めていくような検討をしていただきたいなと思いますけれども、最後に御

所見を伺います。 

③ 恵庭公園の複合施設、スポーツパーク構想というのは以前にも、議会の中で

も議論されてきているところは承知しているところでございます。先ほどから

お話をさせていただいているとおり、今回の結果は、客観的な民間事業者によ

る、客観的な調査結果というようなところでございまして、恵庭市は歴史的

に、恵庭、恵み野、島松というコンパクトシティというところで、それぞれに

スポーツ施設が点在する中で、それぞれの市民の方が利用されているというよ

うな現状もございます。 

  他部ではありますけれども、今、ルルマップ自然公園の部分でもいろいろと

動きがあるようであります。そういったところも、今後のスポーツ施設の在り

方というところは、市全体を見て、検討していかなければならないというとこ

ろでございますので、本当に繰り返しということにはなるんですけれども、恵

庭公園も、そういった市内の重要なスポーツ施設の拠点集約型の候補の一つと

いうところなのかなと思っておりますので、今後こういったところも含めて、

市全体の中でさらに検討を深めてまいりたいと考えてございます。 

 

① 私からは、資料⑱、障がい者相談支援事業に関する資料についてですが、基

幹相談支援センターと連携して業務を行うとなっているんですが、この基幹相

談支援センターというのは、どのようなものか伺います。 

① 基幹相談支援センターについてですが、基幹相談支援センターは、令和７年

１１月にｅ－ふらっとに設置したもので、それまではｅ－ふらっとの中で基幹

相談支援センター機能強化事業というものを行ってきておりまして、令和７年

１１月に基幹相談支援センターということで設置をさせていただきました。 

  基幹相談支援センターは、具体的な内容としましては、相談支援機能強化事

業、住宅入居支援事業、虐待防止センター事業、地域移行・地域定着の促進の

取組を行う、そのようなセンターになっております。 

② 盟侑会（めいゆうかい）というのはどういうところか伺います。 

② 基幹相談支援センター盟侑会ですが、島松病院の運営法人となっておりま
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す。 

③ 実際に相談する人は、市役所に来る、ｅ－ふらっとに行く、その人によって

違うのでしょうが、どちらでも相談できるということか伺います。 

③ そのようなことで考えております。基幹相談支援センター、それから障がい

者相談支援センター、どちらでも相談できると考えております。 

 

① 資料⑭の小・中学生民生委員体験事業の実施についてお伺いいたします。こ

ちらは、民生委員の担い手確保に向けた新たな取組として事業を実施するとい

うことで、事業の概要については確認したんですけれども、学校への協力依頼

事項では、参加児童生徒の選定は学校に一任するということだったのですが、

これは学校で３人から５人を必ず選ばなくちゃいけないものなのか、それと

も、学校で募集したけれどもいませんでしたで済むものなのかということをま

ず１点伺います。 

② 学校の負担軽減についてということで、当日の引率や詳細な事前準備などは

市で実施しますということですが、学校で担当の先生を決めて、担当の先生の

引率はしなくていいというふうに理解していいのか、この２点について伺いま

す。 

① 参加児童生徒の選定についてでございますが、必ずということではございま

せん。学校のほうで募集していただいて、手を挙げていただける方、もしく

は、手が挙がらないのであれば、先生のほうからお声がけいただいて、了承を

得られる方の選定になろうかと考えております。 

② 学校の負担軽減でございますけれども、必要に応じてということで考えてお

ります。先生がいらっしゃらなくても、民生委員と児童生徒でできるものとい

う判断があれば、民生委員と児童生徒で活動していただくということも可能に

なるかと思います。 

③ 必ず選ばなくちゃいけないのかというところを問うたのは、いじめのこと

で、なかよしさわやかＤＡＹという市教委でやっている事業は、必ず各学校か

ら３人程度選ばれていて、それは生徒会児童会から選ぶような形であり、担当

の先生が必ず付き添う形で事業を行っているため、なかなか先生の負担も、夏

休み中とか、そういうときだと大きいのかなと考えたので、どういうふうに選

ぶのか一任ということなので、この先ちょっとどうなるのか分からないのです

が、何となく私の中では、生徒会児童会をイメージしてやっていたのかなって

思っていたので、生徒会児童会に入っている子がやることがちょっと増えるの

かなと懸念していました。ただ、この事業自体はすごくいいものだなと思うの

で、自ら手を挙げてくれる子どもがいたらいいなと思っています。 

  一応小・中学生を対象にしているけれども、その保護者の皆様の理解も深め

たいということだったんですけれども、なかよしさわやかＤＡＹ、いじめのこ

ととかだと、１年間を通して子どもたちはいじめについて考えている、そうや
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って学校の中で理解を深めているのですが、この民生委員のことに関しては、

報告会を実施するということではあったんですけれども、参加した子以外の子

どもたちに、学校の中でどう周知していくのかということと、単なるイベント

として行うのではなくて、この事業をどうやって波及させていくのか、次年度

以降もこれを続けていこうと考えているのか伺います。 

③ 活動内容の報告についてということでございますけれども、いろいろ活動し

ていただいて、その後、報告会ということで考えております。報告の内容につ

きましては、年末から年度末にかけてになると思いますけれども、いろいろ報

告会していただいて、その後、その内容について広報ですとか、イベントなど

で報告会の内容について周知等していければと考えてございます。 

  今後の活動についてということでございますけれども、今回、こちらの学校

区というか、圏域というか、そこで実施していただいてございますけれども、

今後につきましては、各圏域ですとか、地区によって、こういった活動してい

る中身も変わってくるのかなということで考えておりますので、各圏域、地区

で、こういった活動に資するものがあれば、その地区の学校等にお声がけし

て、実施していただけるようにお話しして、活動等が広がっていければと考え

てございます。 

④ まだ始まっていないので、これからいろいろ検討されていくことと思うんで

すけれども、民生委員の成り手不足と高齢化は非常に重要な問題だと思うの

で、少しでも関心が広がるように、子どもたちのほうに広がればいいなとは思

います。 

  ただ１点だけ、学校へ協力するだけではなくて、こども会育成連合会である

とか、ジュニアリーダーのつくしの会などの子どもたちもいろいろな活動に関

心を持っている子がいて、地域での活動にも参加しているので、もし可能であ

れば学校だけではなく、その他の課外活動をしている団体にもお声がけいただ

ければなと思います。 

④ このたび小・中学生の民生委員ということで、ちょっと限定的にという感じ

にはなっていますけれども、今、委員おっしゃられたように、今後、そういっ

た対象というか、団体とかも含めて、広くお声がけできるように事業のほう進

めてまいりたいと思います。 

 

① 資料⑬、恵庭市重層的支援体制整備事業実施計画（案）についての中で、別

添１の資料の７ページのところですけれども、事業実施体制の説明が書いてあ

りました。本市においてはワンストップ窓口の対応ではなく、市役所全体で包

括的に相談者を受け止める分散型チームアプローチにより対応するとの文面で

したが、もう少し分かりやすく確認しますと、恵庭市では、特別な窓口は設け

ず、従来どおりの取組で対応するという理解でよいのか確認で伺います。 

② 資料⑭に関しては、今、太田委員もちょっと質問していましたが、小・中学
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生民生委員体験事業の実施についてですが、連携校として２校、恵庭中学校と

柏小学校に決まったその経緯について伺います。 

① 窓口の設置の件でございますけれども、委員が今おっしゃったとおり、既存

にあるそれぞれの高齢者、障がい、子ども、生活困窮等にある、今ある窓口

で、一旦相談事、困り事等受け止めて、その後に適切な相談機関と支援機関等

につなげるということで実施を考えています。 

② 資料⑭の民生委員の関係でございますけれども、経緯といいますか、一応、

今回、おかめカレーを実施している地区でできないかなということで、お声が

けさせていただいたというところが一番の学校選定に至った経緯になっていま

す。 

② 民生委員の学校選定に関わって、私から若干補足させていただきたいと思い

ます。先ほど、笹川課長から言いましたように、この地区でおかめカレー、大

安寺でやっています地域食堂、そこに民生委員の方々が関わっている、また、

町内会、それと恵庭市みなみ地域包括支援センター、そういった社会資源がし

っかりとあり機能している。そして、文京町内会と恵庭中学校のいろんな夏祭

りですとか、そういったものの参加等々、そういった地域とのつながりも深

い。そういったことと、あとちょっとこれは個人的なことになりますが、私が

恵庭中学校の学校評議員会の評議員なんです。そこに主任児童委員、柏小学校

の今、正式名称が出てきませんけれども、地域の方と小学校をつなぐ役割、社

会教育課のほうで設置している役割を主任児童委員が担っていると、そういっ

たもろもろのつながりから、まずここでやるのが最適であろうと判断し、実施

をしたところであります。 

③ 地域のつながりの下、ここの地域でこの取組を進めるということがよく分か

りました。 

  資料⑬重層的支援体制整備事業実施計画（案）の関係ですが、８ページ目に

具体的事例による支援イメージというのが図で表されてありました。例えばで

すが、恵庭市の場合、ひきこもりの相談であれば、今までは保健センターが所

管で、障がい児、子どもの障がいに関する相談であれば、子ども発達支援セン

ターというような形で、本庁舎外の管轄の相談者が、新年度来庁されたとき、

こちらのほうに来庁されて相談に来た場合は、今後はどういった対応になるの

か伺います。 

③ 今まで庁舎外の相談機関で相談された方が庁舎に来られた場合と、まず一番

最初にどこの窓口に来られるかということがまだ分からないですけれども、一

旦必ず来られた窓口で、困り事だったり、相談事というのは受け止めてくださ

いということで、各関係すると思われる所管課においては、研修等を実施し

て、その旨、職員には周知しておりますので、そこから自分たちの課のみで問

題解決できないということであれば、次は福祉課に内容をお話しいただいて、

その上で、支援会議、関係する課が集まって、支援について検討する必要があ
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るかどうかということを検討して、必要であれば、複数か、外部の関係支援機

関等に集まっていただいて、支援について検討・協議するということになろう

かと思います。 

④ 支援会議を開くことは分かったのですが、この重層的支援体制というのは、

断らない窓口という名前もついているような取組だと思いますが、来庁された

市民の方が相談に来た際に、どういった相談内容なのかということにもよると

は思いますが、スムーズな対応、支援体制で取り組んでいただきたいというの

はお願いしたい部分ですが、市民が抱える相談というか、複雑化、複合化した

課題に対する支援というのは、本当に時間と労力が伴う取組であり、場合によ

ってはアウトリーチといいますか、継続的に関わっていかなきゃならないもの

も求められると思うんですけれども、実際に現場で対応する人は、地域包括支

援センターにおける生活コーディネーターの関わりが重要になってくるという

のを、資料を通して受け止めたんですけれども、事業推進する上での連携、地

域包括支援センターの生活コーディネーターに対する新年度からの取組がちゃ

んと伝わっているものなのか、今後、研修とかされていくものなのか伺いま

す。 

④ 委員おっしゃられたように、各圏域にございます地域包括支援センターが担

っていただく役割というのはこれから重要になってくるのかなということで考

えています。 

  今ある生活支援コーディネーターというのは、高齢者の部分に限定はしてい

ないのですけれども、高齢者の部分について、いろいろ参加支援、相談、地域

づくり等していただいています。プラス、４月から、地域福祉コーディネータ

ーということで、各四つの圏域でございますけれども、人ではなくて、機能と

してその役割を担っていただくということでお話はして、御了承は得ていま

す。それは生活支援コーディネーターと役割は同じですが、高齢者に限定しな

い属性等そこら辺は問わないで、地域づくり、参加支援、相談等を含めて、機

能として実施していただくようにお話しして、了承を得ているところでござい

ます。 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 

 

 

【報告】 

  ２点報告させていただきます。 

  １点目は、市内牧場における障がい者虐待に関する本市に対する訴訟の経過

について御報告いたします。 
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前野幼児保育課長 

 

  本件に関わる第１１回口頭弁論は、本年１月２８日水曜日に行われました。 

  被告恵庭市においては、これまでの主張を整理した準備書面を陳述しまし

た。 

  これに対して、原告からもこれまでの主張を整理した書面を、本年３月６日

金曜日までに提出されることになりました。 

  次回、第１２回口頭弁論の期日につきましては、本年３月１８日水曜日、午

後３時と指定されております。 

  今後におきましても、事実と異なるとして争う点につきましては、本市の考

えを主張してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目です。 

  社会福祉法人恵庭光風会による、こまば地域活動センター施設創設の経過に

ついて御報告いたします。 

  本施設の創設については、本年４月１日に事業開始予定とのことでありまし

たが、同法人より、事業開始の時期が本年５月下旬に延期となる旨の申出がご

ざいました。 

  理由につきましては、工事完成時期が本年３月１０日から３月２３日に変更

になったこと及びそれに伴う外構工事時期の延期、特殊浴槽や洗濯機などの納

期の遅れによるものとのことであります。 

  利用予定者への影響及び対応につきましては、法人施設内の移動を予定して

いた利用者については、開設までは現状の事業所を利用していただくよう対応

しており、３名の新規利用者については、施設開設までは、法人内のいずれか

の事業所を利用していただくよう対応をしていると連絡を受けております。 

  なお、本市が同法人に対して行う財政支援につきましては、今般の事業開始

時期の延期による影響はなく、当初予定のとおり進めてまいります。 

 

【質疑】 

 

なし 

 

日程４．保健福祉部関連終了 

 

 

●日程５．子ども未来部関連 

 １）報告事項 

資料説明㉓令和８年度  学童クラブの運営について 

資料説明㉔産後ケア事業の拡充について 

資料説明㉕令和８年度  教育・保育に係る確保方策（案）について 

資料説明㉖令和８年度  こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）
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について  
 

 【質疑】 

① 資料㉓学童クラブの運営についてですけれども、ランドセル来館事業が、恵

庭地区だけになる予定になりそうだということだったんですけれども、それは

何人ぐらい、何年生が予定しているのかということを伺います。 

② 資料㉔、産後ケア事業の拡充についてですけれども、里帰り先での産後ケア

事業が、利用料助成されることになったんですが、これまでだと利用される方

が直接施設に申込みをして、施設から市のほうに申請があって、市のほうから

利用承認の通知書が送られて、実際に利用される方は施設にお金を払うという

ことだったと思うんですが、そこから里帰り先で利用された方は、どういう流

れか、その続きがどうなっているのか伺います。 

① 私からは、ランドセル来館事業の利用予定者数は何人か、そして内訳が何年

生なのかというような御質問についてお答えいたします。 

  本日時点で、恵庭小学校区８名の定員超過の人数に対しまして、ランドセル

来館の利用者は、今のところ３名利用したいと御意向を示されております。ほ

かの１名については、ランドセル来館を利用せずに、学童クラブで待機いたし

ますと。残り４名につきましては、意向確認し、お返事を待っているところに

なっております。 

  ランドセル来館希望者３名のうちの何年生かというところ、具体的な学年ま

では今時点で手元に資料がないのでお答えできないのですが、４年生から６年

生のお子さん３名という形になっております。 

② 私からは、産後ケア事業の里帰り先での利用についての流れですけれども、

恵庭市と委託契約を結んでいる施設とは、利用について各施設とやり取りして

いただいて、決定通知なりの送付という流れを取っています。 

  里帰り先につきましては、里帰り先の市町村での利用になりますので、そこ

で実施をしている、契約をしている補助金を出しているなど、そういうふうに

している施設に里帰り先で利用した場合、そこの市民以外の利用として、例え

ば３万円とか４万円とか宿泊の場合は費用がかかる可能性があるのです。それ

はあくまでも御本人がその場所で、利用について助産所とやり取りしていただ

いて、利用した後、その領収書を持って償還払いということで、恵庭市のほう

に手続きに来ていただいて、通常の利用料を引いた分、上限額を設定した範囲

内で調整をするという流れになりますので御本人と市とのやり取りというの

は、利用が終わってから、助成利用の申請をしてもらうということになりま

す。 

③ 恵庭小学校区だけランドセル来館の予定があるということで、恐らく高学年

かなと思っていたんですが、そうだったんじゃないかなと思いました。長期に

休みの預かり事業もだんだん人数が増えているということだったので、こちら
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も継続していくと思うんですけれども、そもそも、ランドセル来館事業の場合

は、広場で子どもたちが遊ぶということで、来た時間とか、そういう管理は行

うと思うんですが、学童は手厚く指導していただいている。ただ、高学年にな

ってくると、もしかしたらそういう手厚い指導は要らないが、居場所として広

場でちょっと来た時間とかだけ管理してほしいという層も、もしかしたらいる

のかもしれないなと思っています。 

  実際、千歳市だと、ランドセル来館と学童クラブを選択できるようになって

いて、就労条件が学童クラブの要件にちょっと満たないような場合に、ランド

セル来館を選べるとなっているというような話も聞いているのですが、いろい

ろな事業をやっていて、学童クラブも充実していると思うんですが、もしかし

たら今後、ランドセル来館事業のほうを広げていくような要望が出てくるかな

とも考えられるんですが、今のところは、ランドセル来館事業は、学童に入れ

ない子どもを対象にやってはいるんですが、ランドセル来館事業自体を広げて

いくようなことは、この先検討されるようなことがあるのかどうかということ

を伺います。 

④ 産後ケア事業のことについても分かりました。こちら私の周りでもものすご

く評判がよくて、利用された方もすごくよかったということなので拡充された

ことはすごくよかったなと思っています。里帰り先でも使えることになったと

いうことで、利用後に償還払いということだったんですけれども、こちらのほ

うの上限額を引いた利用料ということだったんですが、恐らく、道外とか首都

圏になると、この利用料がすごく高くなるかなと思うんですが、この上限額と

いうのは、具体的に幾らぐらいで考えているのかということを伺います。 

③ ランドセル来館事業を今後広げていくことについてでございますが、まず、

千歳市さんと同じ名称ですけれども、若干内容が違うということは、御承知の

とおりなのかなと思います。 

  当市におきましては、いわゆる学童クラブの待機児童に対して、暫定的に学

童の代わりに利用していただくというようなイメージの事業になっておりま

す。このほかにも、待機児童対策といたしまして、次年度も引き続き、委員お

っしゃったとおり、長期休み学童預かり事業も今のところ継続する予定で、昨

年から始めているお留守番教室なんかもどこまで効果があるかというところは

ありますが、こちらも続けて、ソフト面での待機児童対策というのを行ってお

ります。ランドセル来館事業の拡大、今後については、そのような事業を進め

ていく中でいろいろな声を聞きながら、状況に応じて、必要があれば検討して

いくようなところになると思います。 

④ 助成額の上限ということですけれども、先ほどちょっと私の説明の仕方がよ

ろしくなかったのかと思うのですけれども、まず里帰り先で利用した場合、そ

のまちの住民ではないので、多分、全てが自己負担になって利用するだろうと

いう中での助成ですけれども、例えば、横浜に里帰りし宿泊型を利用した場
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合、１泊２日をすれば５万円ですと言われた場合、その５万円の領収書を持っ

てきていただいて、恵庭市の場合、課税世帯ですと利用料５,０００円と決めて

います。それで委託料として５万５,０００円を施設にお支払いするので、５万

５,０００円を上限として、例えば、５万円を横浜の施設で支払いした場合、

５,０００円を引いた分の４万５,０００円と上限額５万５,０００円を引いて、

実質５万５,０００円を超えていないので、４万５,０００円を助成するとい

う、そういうイメージです。 

  委託料の金額を上限とするということで、宿泊型課税であれば５万５,０００

円ということで、以下、それぞれの事業で設定しているもので考えていきたい

と思っています。 

 

 

１）報告事項終了 

 

 ２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

なし 

 

２）その他所管事務調査について終了 

 

日程５．子ども未来部関連終了 

 

（理事者・執行部退席） 

 

【委員間協議】 

●日程６．閉会中の所管事務調査について 

こまば地域活動センター施設の視察したい 

島松水泳プールは２定に向けて所管と調整 

 

●日程７．その他 

委員会と本会議での表決について 

 

委員長が閉会を告げる 

（１４時１３分 終了） 

 


